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従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ 

 

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議により当社及び当社国内子会社（併せて以下「当社グルー

プ」といいます。）の従業員に対して、当社の従業員持株会であるウシオ電機持株会（以下「本持株会」

といいます。）を通じて譲渡制限付株式を付与する制度（以下「本制度」といいます。）を導入してお

りますところ、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本持株会を割当予定先として、譲渡制限

付株式としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。）を行うことにつ

いて決議しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．処分の概要 

（1）払込期日 2026年８月31日 

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 40,620株（注１） 

（3）処分価額 １株につき 3,439 円とするが、2026 年５月 19 日から同月

22 日までの間のいずれかの日の直前取引日の東京証券取

引所における当社の普通株式の終値（以下「条件決定日前

取引日の終値」という。）のうち最も高い金額が 3,439 円を

上回る場合には、処分価額は条件決定日前取引日の終値の

うち最も高い金額と同額とする。（注２） 

（4）処分価額の総額 139,692,180円（本日現在の見込額であり、上記（3）の処

分価額に上記（2）の処分株式数を乗じた額とする。） 

（5）処分方法 第三者割当の方法による。 

（6）割当予定先 ウシオ電機持株会 40,620株 

（7）その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報

告書を提出しております。 

（注１）本持株会は、十分な周知期間を設けて当社グループの従業員に対する入会プロモ－ションを実

施し、本持株会への入会希望者を募ります。このため、上記「処分する株式数」は最大値であり、

実際の処分株式数は、入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の当社グル



 

 

ープの従業員数に応じて確定する見込みです。 

（注２）本自己株式処分の処分価額の決定方法（価格決定期間を設けた趣旨） 

本自己株式処分のように、株式を第三者割当の方法により処分して行う資金調達においては、通

常、処分決議日に、処分価額を決定いたします。しかし、今回、当社は、本自己株式処分の決議日

である2026年５月14日に、2026年３月期決算短信等を公表しております。そこで、当社は、当該公

表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2026年５月22日に、株

価変動等諸般の事情を考慮の上で、2026年５月13日の東京証券取引所における当社の普通株式の終

値である3,439円と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を比較し、高い方の金額を処分

価額として決定いたします。 

 

２．処分の目的及び理由 

当社は、2023年５月11日に発表した中期経営計画（2023年度から2025年度）の達成に向けて経営層

と従業員が一体となって進み、ともに中長期的な企業価値向上を目指すことを企図し、本制度を導入

しました。その後、当社を取り巻く事業環境に大きな変化が生じたことから、当社は、中期経営計画

を見直し、2024年５月14日に「新成長戦略（Revive Vision 2030）」を発表し、2024年度から2026年

度までの3年間をそのPhaseⅠとして、戦略分野を再定義し、戦略重点分野の更なる強化を図りながら

事業ポートフォリオの変革を進めております。この「新成長戦略（Revive Vision 2030）」のPhase I

の達成に向けて、引き続き経営層と従業員が一体となって進み、ともに中長期的な企業価値向上を目

指していくために、これまで本制度に基づき、本持株会に加入している当社グループの従業員に対し

て本持株会を通じて譲渡制限株式を付与しておりますが、今般、2025年度の入会プロモーション終了

後に当社グループに入社した従業員その他現在本持株会に未加入の従業員に対して本持株会を通じ

てPhase Iの期間に対応する譲渡制限株式を付与することを目的として、本持株会に対し自己株式の

処分を行うものです。 

また、本制度により当社グループの従業員に対して本持株会への更なる入会を奨励し、資産形成の

一助となることも期待するものです。なお、譲渡制限付株式は、当社グループの従業員である本持株

会の会員のうち、本持株会に割り当てられた株式に係る持分を取得することに同意した者であって国

内非居住者に該当しない者（以下「対象従業員」といいます。）に対してのみ付与されます。 

本制度の概要については、以下のとおりです。 

 

＜本制度の概要＞ 

本制度においては、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための金銭債権（以下「本金銭債権」

といいます。）が支給され、対象従業員は本金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。

そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本金銭債権を当社に対して現物出資することにより、

譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。 

本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の１株当たり

の払込金額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）

を基礎として、本持株会（ひいては対象従業員）にとって特に有利な金額にならない範囲において取

締役会にて決定します。 

当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定期間、割当



 

 

てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること（以下「譲渡制限」

といいます。）、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得することなど

をその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約を締結します。また、対象従業員に対する本金銭債権の

支給は、当社と本持株会との間において、当該譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とし

て行われることとなります。 

また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約（以下「本持株会規約」といいます。）に基づき、

本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分（以下「譲渡制限付

株式持分」といいます。）については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、

当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。 

 

＜処分の概要＞ 

その上で、当社グループは、対象従業員に対し、金銭債権合計139,692,180円を付与し、当社は、本

持株会に対し、当該対象従業員より当該金銭債権の拠出を受けた本持株会が当該金銭債権を現物出資

財産として当社に給付することと引換えに、当社の普通株式合計40,620株（以下「本割当株式」とい

います。）を付与することを決議いたしました。 

本割当株式の付与は、自己株式処分により行われ、処分株式数は、「１.処分の概要」の（注１）に

記載のとおり、後日確定しますが、最大40,620株を本持株会へ処分する予定です。 

なお、本自己株式処分による希薄化の規模は、2026年３月31日現在の発行済株式総数83,500,000株

に対する割合は0.05％、2026年３月31日現在の総議決権個数800,091個に対する割合は0.05％（いずれ

も小数点以下第３位を四捨五入しています。）となります。 

 

＜譲渡制限付株式割当契約の概要＞ 

当社と本持株会は譲渡制限付株式割当契約（以下「本譲渡制限契約」といいます。）を締結いたし

ますが、その概要は以下のとおりです。 

 

（１）譲渡制限期間 

本持株会は、2026年８月31日（払込期日）から2027年６月30日までの間、本割当株式について、

譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。 

（２）譲渡制限の解除条件 

対象従業員が、2026年８月31日（払込期日）から2027年３月31日までの間、継続して、本持株

会の会員であること、及び一部の本割当株式については当社の業績目標の達成度（以下「解除条

件」という。）に応じて、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式につ

いて、譲渡制限期間満了日に、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、譲

渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものと

し、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、解除条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限

付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに

本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する会員持分（以下「通常持分」という。）に

振り替えるものとする。なお、解除条件は、後掲＜譲渡制限解除株式数＞のとおりとし、当社は、

後掲＜譲渡制限解除株式数＞の定める株数について、本譲渡制限を解除する。 

（３）本持株会を退会した場合の取扱い 



 

 

対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他本譲渡制限契約に定める所定の事由により、本

持株会を退会した場合（会員資格を喪失し自動的に退会した場合又は退会届を提出して退会した

場合を意味する。）には、本持株会が当該対象従業員の退会届を受け付けた日（以下「退会届受

付日」という。）をもって、2026年４月から退会届受付日を含む月までの月数を12で除した数（た

だし、計算の結果、１を超える場合は１とみなす。）に、別途取締役会で定める数を乗じた数（た

だし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）、及び退

会届受付日までの当社の業績条件の達成度に応じた数の本割当株式について、本譲渡制限を解除

する 

（４）当社による無償取得 

当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本譲渡制限契約に定める所定の時点において、譲

渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 

（５）株式の管理 

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、

譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において

管理される。また、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が

保有することとなる譲渡制限付株式持分と本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関し

て対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。 

（６）組織再編等における取扱い 

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又

は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に

関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場

合には、取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日（以下「組織再編等効力発生日」

という。）の前営業日の直前時をもって、2026年４月から組織再編等効力発生日を含む月までの

月数を12で除した数（ただし、計算の結果、１を超える場合は１とみなす。）に、別途取締役会で

定める数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て

るものとする。）、及び組織再編等効力発生日の前営業日の直前時までの当社の業績条件の達成度

に応じた数の本割当株式について、本譲渡制限を解除する。 

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分は、本制度に基づき譲渡制限付株式付与のために対象従業員に支給された本金銭債

権を現物出資財産として、対象従業員が本持株会に拠出して行われるものであり、その払込価額は、

恣意性を排除した価格とするため、2026年５月13日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所

における当社の普通株式の終値である3,439円と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を比

較し、高い方の金額としております。このような自己株式処分の処分価額の決定方法は、既存株主の

利益に配慮した合理的な方法であり、また、処分価額を市場株価と同額に決定する方法であるため、

本方法によって決定される本自己株式処分の処分価額は、本持株会にとって特に有利な価額には該当

しないと考えております。 

なお、2026年５月13日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の

終値である3,439円の、同取引所における当社株式の終値平均からの乖離率（小数点以下第３位を四

捨五入）は次のとおりとなります。 



 

 

期間 
終値平均 

（円未満切捨て） 
乖離率 

１ヶ月（2026年４月14日～2026年５月13日） 3,257円 5.59% 

３ヶ月（2026年２月16日～2026年５月13日） 3,080円 11.66% 

６ヶ月（2025年11月14日～2026年５月13日） 2,846円 20.84% 

 

本日開催の監査等委員会（監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名））は、上記処分金

額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日

の前営業日の終値と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を比較し、高い方の金額であるこ

とに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的

であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。 

 

４．企業行動規範上の手続に関する事項 

本自己株式処分は、①希薄化率が25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立した第三者からの意見入手及

び株主の意思確認手続は要しません。 

 

以上 

  



 

 

 

＜譲渡制限解除株式数＞ 

本譲渡制限を解除する株式数は、当社が定める解除基準に基づき、次の算式によって計算した結果

得られる数とする。 

 

（１）計算式 

譲渡制限解除株式数＝Ａ＋Ｂ 

 

①  業績条件にかかわらず譲渡制限を解除する株式数：Ａ＝30株 

② 一定の業績条件に応じて譲渡制限を解除する株式数：Ｂ＝０～30株 

 


